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平成20年10月31日  

厚生労働省健康局長 様  
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がん診療連携拠点病院の現状の報告について   

平成19年1月31日付け健発第0131005号で厚生労働省健康局長から通知のあ  

ったこのことについて，別紙のとおり送付します。  

担当 医療支援グループ  

電話 082－513－3063（夕●ィヤ）レイン）  

（担当者 松浦）  
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広島県がめざす機能連携を軸としたがん医療体制  

～広島二次医療圏4拠点病院が果たす中核的機能～  

凋4拠点病院  
【概況】  

○ 広島県では，がん診療連携拠点柄院（以下，拠点病院）の指定を契機として，県全体   

のがん対策を大きく進展させるための更なる取り組みを展開することとしており，昨年   

度策定した「広島県がん対策推進計画」において，これらの計画的な推進を掲げている。  

○ とりわけ，広島二次医療圏で指定された「広島大学病院」，「県立広島病院」，「広島市   

立広島市民病院」，「広島赤十字・原爆病院」の4拠点病院は，それぞれの特色を組み合   

わせて連携した高度な専門医療機能とともに，患者相談支援やがん登録等のがん対策支   

援分野においても4病院の連携による先進的な機能や役割を担うなど，がん対策の“中  

核的な拠点機能”（中核拠点病院）により県全体のがん対策推進に大きく貢献している。  

高 度 専 門 医 療 機 能   

高度専門がん医療の中核拠点機能として，施設完結型ではない4病院連携に  

よる“ネットワーク型”がんセンター機能により実現すべく連携強化を推進  

がん医療提供体制「広島県がん医療ネットワーク」構築にむけ，  4病院が中  

史上旦ユ工ネットワーク参加施設のあり方や医療人材育成等の体制整備を推進  

中
核
的
な
拠
点
病
院
 
 

先進的ながん対策支援機能   

がん患者が主体的に関わる相談支援体制の構築において，4病院を中心に連  

携して専門分野に係る相談を支援【相談支援の推進】   

倒されている，患者  

の病理組織診断の情報を収集する「腫瘍登録」により院内がん要録の情報を補  

完し，より筆録精度の高い地域がん登録を推進するという独自の地域がん登録  

互星離しを今後全県lこ拡大【がん登録の推進】   

がん医療に関連する医療情報の提供について4病院が積極的に推進（がん医  

療情報提供の推進）【がん医療情報提供の推進】   

地域の緩和ケア推進や緩和ケアに係るがん医療従事者研修について今後，県  

立聯を核lこ4病院が連携支援する体制により県  
内全域で展開【緩和ケアの推進】  

ー1－   
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凋医療圏4拠点病昧の必要性  
～  ネットワーク型がんセンター機能の実現【平成18年度提出推薦書の要点】～  

○ 本県は豪雪地帯の県北部，瀬戸内海の島喚部，県人口40％が集中する広島市都市部   

といった日本の地域特性をそのまま包含する地政学的特徴を備えている。 （日本の縮図）  

○ 従って，本県のがん医療提供体制構築では，日本のがん医療均てん化の課題を共有し   

ており，首都圏における高度専門的ながん医療の中核拠点機能の実現が広島市都市部に   

求められ，また，山間部島唄部では地域密着型のがん医療提供ニーズがある。  

○ 広島市都市部における高度専門的ながん医療の中核拠点機能について，以下の観点か   

ら，本県としては，首都圏や他県の例のような“単一施設完結型”がんセンターではな   

く，がん医療機能の高い既存基幹病院群が役割分担と連携により機能する“ネットワー   

ク型がんセンター”を実現することが適当と認識してい る。  

①  多様な慢性疾患を合併した高齢がん患者が今後増加することを踏まえれば，が  

ん専門機能に特化するのではなく，一般慢性疾患にも対応可能な総合的な診療磯   

節を重視する必要があること。  

②  大規模人口の首都圏や関西圏，あるいは基幹病院が少ない小規模県と状況が異  

なり，本県での施設完結型センタ瀾引こは費用対軌果力、ら課題が多いこと。  

③  現存の広島市都市部基幹病院において，高度専門がん医療の提供が既に「定程  

度行われており，また，機能面でも県立広島病院の緩和ケア，広島赤十字・原爆  

病院の血液がん治療，といった特色を踏まえた連携が可能なこと。  

－2－  
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（⊃ このような観点から，「広島県がん対策推進計画」においては，本県がん医療の提供体   

制について．広島二次医療圏4拠点病院による中核拠点機能を背景とした「広島県がん  

トワーク」の構築を目指している。  医療提供ネッ   

2．広島二次医療圏4拠点病院による“中核機能”で実現した広島県がん対策推進効果   

広島二次医療圏における4拠点病院の指定は，広島県がん対策推進計画にも記載された  

4つの重点事項，（1）がん医療提供体制の充実，（2）患者視点に立った情報提供・相談支援の  

推進，（3）がん登録の推進，（4）治療の初期馴皆からの緩和ケアの推進について，広島県全体  

の対策推進に大きく貢献している。  

（1）がん医療提供体制の充実   

○ 広島県では，5大がん（乳がん，肺がん，肝がん，大腸がん，胃がん）について，  

検診，精密診断，周術期，フォローアップ期の医療を担う各医療機関によるネット  

ワーク（「広島県がん医療ネットワーク」仮称）の構築を目指している。   

○ このネットワークの参加医療機関の機能水準の設計に当たっては，がんの種別ご  

とに検診率を50％に引き上げた場合の対象者数や，それに対応していくために必  

要なマンパワー及び施設数等も推計し，必要な機能，施設数に不足が見込まれる場  

合の対応等も含めて検討していくこととし，求められるべき必要十分な機能を担保  

した検査・医療施設群を確保することとしている。   

○ ネットワークの構築により，地域連携クリティカルパス等による施設間相互の連  

携体制を推進するとともに，今後懸念される外科医等専門医不足も視野に必要な医  

療の提供を全県体制で確保しつつ，がん医療の均てん化実現を図るものである。   

○ この中で，拠点病院は，各圏域の周術期を中心とした医療機能を担うとともに，  

がん患者・家族に対する相談支援，地域の医療機関に対する研修や在宅緩和ケアの  
拠点等として，地域の医療ネットワークをサポートする役割を担っていく。   

○ 特に，広島二次医療圏の4病院（広島大学病院，県立広島病院，広島市立広島市  

旦酪広島赤十字・原爆病院）は，拠点病院の中で中核的な機能を果たす，「ネッ  

上旦＝－ク型がんセンター」として，圏域内のみならず県全体を対象とした高度専門  

造塵嬰提供や人材養成等Iこおいて，県内全体の医療機関を支援していく役割を有し  

ている 
．   

0 平成19年度から，乳がんをモデルとしてネットワークの構築に着手しており，  

「検査」，「精密検査（診断）」，「周術期（治療）」，「フォローアップ」の4つの機能  

に応じた施設群ごとに， それぞれ基準を満たす医療機関が参加するシステムの整備  

を推進している。今年度は肺がんに着手することとしており，引き続き，他の5大  

がんについても整備を進めていくこととしている。  

一3－  
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広島県が目指す「がん医療ネットワーク」のイメージ  

（2）患者視点に立った情報提供・相談支援の推進   

O 「広島県がん対策推進計画」の策定に当たって実施したがん患者団体等のヒアリ  

ングにおいて，「がん患者団体等が連携して，病院では相談しにくい医師への不満や  

精神的な問題等を，電話やインターネットで気軽に相談できるような相談窓口の設  

置ができればよい」との意見が多く出された。   

○ このため計画では，がん患者や家族等が抱える不安や悩みに対し，がん経験者が  

主体となって，同じ不安や悩みを共有しながら助言や相談に応じる窓口の設置にっ  

いて取り組みとして掲げ，本年10月から患者団体の協力を得て相談窓口を運営し  

ている。  

この相談事業を進める上で，特に専門的な医療相談やがん医療に関する情報提供   

1こついては，ネットワーク型がんセ叫i「広島大  

学病院」，「県立掛  

支援が不可欠である。   

○ 一方，冶療や療養生活に関する相談や地域の医療機関の情報等については，拠点  

病院に設置されている「相談支援センター」が対応する。  

－4－  
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がん患者が主体的に関わる相談窓口の設置  

1、′1〒宵宮【ち：音」＼三＿三男・／こ．英じ亡 二王‾■ふ「≡ミ  
しここ、窪きi／＼草不、＿ミ‾謁刊ほγ－．管誤写肴  

≡・語、、こインウ一之ー ー〔誉さ空こほ＿㌃7章己  

○ ′‾とこに稚試してよい．ひわからない」なとの  
不安や怯みを招くガん患者やモの家族に対し，  
がん経験壱の玉堤から，がんと向さ合っ‾こいく  

ための糸口をナビゲート  
○がん慧壱・家族の多‡羞な二「ズに霹応するた  
め，拡点病院の相談支摺センタ」と雪諾に連携  

L   

．、：∴l二ミ・十∴‾1・∴‾：ヽ二、∴、、．二■  

√「l石1し、一－、  

がんに対する不安や敵その舶先  

悟根源瀾談先満報の提供  ‾  ＝  √  
がん患者サロン  情報＆相談連携  

医学的・制餌偶の提供  

がん診療連箋禁教虚病院「穏談義婁裳センタ∬一  
広島大学病院 県立㌫盛病院  

広島市立広島市民病院 広島赤・う・字源焦病院  
JA鹿島総合病院 呉医療センター 京広島幣徳センター  
Jノ～尾道絵台房祝 福山領民病院 て賓意三次準矢病読  

治療や療養生活などに関する相談  

（3）がん登録の推進   

○ 広島県では，高精度の地域がん登録システムとして，「地域がん登録」に「腫瘍登  

録（病理組織登録）」の情報を補完する独自の地域がん登録方式を推進している。  

今後，地域的に偏在している登録協力医療機関を全県に拡大し，さらに精度の高  

いシステムとして完成させていくことを目指している。   

○ この中で，広島圏域の4病院は，既に標準登録様式に基づく「院内がん登録」，「地  

埋塑釧年まで  

p累計哩即竣かん卓昼匝掩攣ド利和1総件．並の3卓・‾7？0：回しく平成19年てての  

星基軸⊥塵  

翻っている。   

○ 今後，旦病院をモデルヒして，県内の医療機関に対して広島方式の「がん登録」  

皇豊盈させることとしている。  

広島県のがん登録システム  

ー5－  
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（4）治療の初期段階からの緩和ケアの推進   

○ 緩和ケアをがん診療の早期から適切に提供していくためには，がん診療に携わる  

すべての医師，聯鼓し，その知識や技術を習得する  

必要があり，「広島県緩和ケア支援センター」が中心となり，「がん診療lこ携わる医  

師に対する緩和ケア研修会の開催指針」基づく「緩和ケア研修会」掴矧院と連  

携し実施するなど，地域緩和ケアの推進体制を整備している。   

○ 広島県においては，平成16年9月に，県内の緩和ケアを推進する中核的な拠点  

として県立広島病院に「広島県緩和ケア支援センター」を設置し，緩和ケア病棟を  

運営するとともに，緩和ケアに関する情報提供，総合相談，専門研修，地域連携の  

事業を通し，がん患者や家族が住み慣れた身近な地域において，在宅や施設での希  

望に応じた緩和ケアが安心して利用できる全県的な体制の構築を積極的に支援して  

いる。   

○ また，本年度から実施する「がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」の  

開催についても， 「緩和ケア支援センター」が中心となって実施体制の整備や研修企  

画を行っているが，このような全県的な緩和ケアの活動を県立広島病院が担えるの  

は，広島圏域の4病院が役割分担を行っているからである。  

緩和ケアの推進体制のイメージ  

Ⅱ 各圏域・拠点病院の状況  

1 広島二次医療圏の状況   

（1）広島大学病院  

（D 人材育成機能の強化  

県がん診療連携拠点病院として指定されている「広島大学病院」は，県内の地  

域がん診療連携拠点病院を対象とした人材育成の強化を図っている。  

○ 医師に対する専門的ながん治療の研修を実施するとともに，「がん医療相談  

－6－  
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員」の意見交換会を定期的に開催し，相談事例の紹介や情報交換などを実施   

○ 最新の知識と技術を習得し，高い水準で実践できる看護師の育成を図るため，  

平成19年9月から，認定看護師教育部門（緩和ケア）を開設   

O 「がんプロフェッショナル養成プラン」により，年間10人程度のがん専門  

医や，数名程度の専門薬剤師・看護師の養成を計画  

② 専門医療機能の強化  

県内には，本年4月現在で19名の放射線腫瘍学会認定医が配置（人口1’0万   

人当たり全国5位）されているが，「広島大学病院」では，放射線治療医の養成に   

力を入れるとともに，放射線治療部門の設置や放射線治療装置の更新など，放射   

線治療の一層の強化を図ることとしている。  

また，化学療法については，人材が不足している状況から，がん薬物療法専門   

医，がん専門薬剤師，薬物療法認定看護師の育成を計画している。  

（2） 県立広島病院  

「緩和ケア科」と「緩和ケア支援重」を有する「緩和ケア支援センター」を設置   

し，平成19年度において   

○ 緩和ケア外来延患者347名，入院延患者5，061名   

○ 患者・家族，医療関係者に対する情報発信   

○ 医師・看護師・福祉関係者に対する専門研修  

・ 医師研修…1日コース修了者22名，派遣コース修了者3名  

・看護師研修（初級コース）‥修了者140名  

・看護師研修（中級コース）・‥修了者41名  

・看護師研修（フォローアップコース）…修了者16名  

ターミナルケア・ヘルパー研修‥・修了者69名  

・地域連携研修…修了者38名   

○ 緩和ケアに関する総合相談（電話相談・個別面談）   

○ 各医療圏において緩和ケアを推進する医療機関・福祉関係者等に対するアドバ  

イザー派遣（各圏域で緩和ケア推進チームの設置・運営，症例検討会等実施）   

○ デイホスピス事業（音楽療法，リンパマッサージ等含む。）   

などを実施しすることで，全県的な緩和ケアの推進の支援に取組んでいる。  

（3）広島市立広島市民病院  

肺がん，乳がん等の外科手術の分野で実績があり，平成19年（カツコ内は18   

年）において   

○ 肺がん外科手術件数…221件（377件）   

○ 乳がん外科手術件数…324件（275件）   

○ 胃がん外科手術件数…366件（269件）   

などで多くの手術を実施し，本県の外科手術分野における，がん医療水準の向上に   

努めている。更に情報提供分野では，がん患者向けのHPを開設するとともに，平   

成19年の改築において外来棟1階プロムナードにがん患者情報サロンを設置する  
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など，がん患者・家族への情報提供において他の拠点病院のモデルとして指導的な  

役割を担っている。  

（4）■広島赤十字・原爆病院  

血液がん分野において，全県対象の活動を行っており，平成19年度（カツコ内   

は18年度）において   

○ 血液内科の入院実数…1，387名（1，375件）   

○ 血液内科の外来抗がん剤治療件数…4，351件（4，175件）   

○ 骨髄移植実績…62件（48件）   

など実施した。また，19年5月には，血液がんを中心とした外来化学療法を行う   

ための「血液・腫瘍治療センター」を設置し，他の拠点病院からの紹介を含め全県   

から患者の受け入れを行っている。  

2 他の二次医療圏の状況   

広島二次保健医療圏を除く6医療圏については，各圏域に1か所の拠点病院が指定   

されており，がん患者・家族が身近な地域で相談支援・情報提供や在宅緩和ケアのサ   

ービスが受けられるよう，特に，地域拠点としての機能を強化することとしている。  

（1）相談支援体制の強化  

全ての拠点病院に「相談支援センター」が設置され，全ての拠点病院の相談員が   

国立がんセンターの研修会に参加するとともに，県内で研修会を実施するなど相談   

機能の充実に努めている。  

（2）地域緩和ケアの推進  

拠点病院を各地域における緩和ケア推進の拠点として位置付け，かかりつけ医，   

在宅療養支援診療所，訪問看護ステーション，介護保険事業所，薬局等との連携に   

よる，身近な地域で希望に応じた緩和ケアが受けられる体制づくりを進めている。  

具体的には，在宅療養への支援を行うため，昨年度からこれらの拠点病院に「在   

宅緩和ケアコーディネーター」の配置や，「デイホスピス」等を設置する取組みを進   

めている。   

今後も，県や県がん診療連携拠点病院を含む広島二次医療圏の4か所の中核拠点  

病院のリードにより，県内10か所の拠点病院が連携し，県全体としてがん医療水  

準の向上と均てん化を図っていくこととしている。  

3 「広島県がん対策推進計画」においてがん診療連携拠点病院が整備する機能   

昨年度，県が策定した「広島県がん対策推進計画」において，広島県のがん医療機   

能をさらに充実するため，拠点病院に次のような機能強化を求めており，順次体制整   

備等が進められている。  
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（1）医療機能の確保及び医療連携   

0 5大がん（肺がん，胃がん，肝がん，大腸がん，乳がん）全てに関する地域連  

携クリティカルパスを整備する。（実施対応済拠点病院3／全拠点病院数10，昨  

年比旦壇）   

○ 放射線腫瘍学会認定医やがん薬物療法専門医を配置する。（放射線腫瘍学会認定  

医：7／10，⊥遽，がん薬物療法専門医：3／10，主旦）   

○ がん分野の認定看護師等（がん看護専門看護師，緩和ケア認定看護師，がん化  

字療法看護認定看護師，がん性痺痛看護認定看護師，乳がん看護認定看護師）を  

複数配置する。（8／10，j＿壇）   

○ 各部門の専門医が一堂に集まり治療法を議論する組織（キャンサーボード）を  

設置する。（9／10，ヱ壇）  

（2）情報提供及び相談支援   

○ 統一的な公開基準に基づく拠点病院の治療成績（5年生存率）を公表する。   

○ 国立がんセンターが実施する相談支援センター相談員の研修会を修了した相談  

員を配置する。  

（3）がん登録について   

0 200床以上の一般病床を有する医療機関の80％以上で国が定める標準登録  

様式に基づく院内がん登録を実施するため，拠点病院が地域の医療機関を支援す  

る。  

（4） 緩和ケア   

○ 緩和ケア外来を設置し，退院後も継続して専門的な緩和ケアを提供できる体制  

を整備する。（4／10，主旦）   

○ 緩和ケアチームに精神科医を配置し，身体症状だけでなく，精神症状の緩和が  

できる体制を整備する。（8／10，⊥壇）   

今後，これらをさらに推進し，拠点病院としての機能の一層の充実を図っていくた  

め，県がん診療連携拠点病院を中心に，拠点病院が連携して，主体的に対応していく  

こととしている。  
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